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（
経
済
産
業
委
員
会
）

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
及
び
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

一
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
安
定
的
で
あ
り
か
つ
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
低
減
に
も
資
す
る
電
力
の
供
給
源
で
あ
る
原

子
力
発
電
施
設
等
の
発
電
用
施
設
に
つ
き
、
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
住
民
の
生
活
の
利
便
性
の
向
上
等
に
寄
与
す
る
事
業
を

促
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
用
の
促
進
及
び
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
の
一
部
改
正

１

目
的
の
改
正

法
律
の
目
的
を
、
電
気
の
安
定
供
給
の
確
保
が
国
民
生
活
と
経
済
活
動
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
発
電
用
施
設
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
公
共
用
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
住
民
の
生
活
の
利
便
性
の
向
上
及
び
産
業
の

振
興
に
寄
与
す
る
事
業
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
福
祉
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
発
電
用
施
設
の
設
置
及

び
運
転
の
円
滑
化
に
資
す
る
こ
と
に
改
め
る
。
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２

発
電
用
施
設
の
定
義
の
整
備

「

」

、

、

（

発
電
用
施
設

の
定
義
を

原
子
力
発
電
施
設

水
力
発
電
施
設
若
し
く
は
地
熱
発
電
施
設
又
は
火
力
発
電
施
設

沖

縄
県
の
区
域
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る

）
で
、
政
令
で
定
め
る
者
が
設
置
す
る
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
及

。

び
原
子
力
発
電
に
使
用
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
の
再
処
理
施
設
そ
の
他
の
原
子
力
発
電
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
施
設
で
、

政
令
で
定
め
る
も
の
に
改
め
る
。

３

公
共
用
施
設
整
備
計
画
の
名
称
変
更
及
び
利
便
性
向
上
等
事
業
計
画
の
創
設

イ

整
備
計
画
を
公
共
用
施
設
整
備
計
画
に
改
め
る
。

ロ

都
道
府
県
知
事
は
、
周
辺
地
域
に
つ
い
て
住
民
の
生
活
の
利
便
性
の
向
上
及
び
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
（
公

共
用
の
施
設
の
整
備
を
除
く

）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
利
便
性
向
上
等
事
業
計
画
」
と
い

。

う

）
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

ハ

利
便
性
向
上
等
事
業
計
画
は
、
周
辺
地
域
の
住
民
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
住

民
の
生
活
の
利
便
性
の
向
上
及
び
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
の
概
要
、
経
費
の
概
算
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

ニ

主
務
大
臣
は
、
利
便
性
向
上
等
事
業
計
画
が
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
協
議
に
よ
り
、
こ
れ
に
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同
意
す
る
。
国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
主
務
大
臣
が
同
意
し
た
利
便
性
向
上
等
事

業
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例
の
創
設

主
務
大
臣
が
同
意
し
た
利
便
性
向
上
等
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
を
行
う
者
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
た

中
小
企
業
者
が
当
該
事
業
を
行
う
の
に
必
要
な
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例
を

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正

１

電
源
利
用
対
策
の
設
置
等

イ

電
源
立
地
対
策
と
し
て
、
発
電
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
に
係
る
措
置
に
加
え
て
、
運
転
の
円
滑
化
に
資
す
る
た
め

の
財
政
上
の
措
置
を
新
た
に
講
ず
る
。

ロ

「
電
源
多
様
化
対
策
」
を
「
電
源
利
用
対
策
」
に
改
め
、
発
電
用
施
設
の
利
用
の
促
進
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
発

電
用
施
設
に
よ
る
電
気
の
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
措
置
を
い
う
。

２

電
源
利
用
勘
定
の
設
置



- -4

「
電
源
多
様
化
勘
定
」
を
「
電
源
利
用
勘
定
」
に
改
め
る
。

３

周
辺
地
域
整
備
資
金
の
設
置
及
び
関
連
規
定
の
整
備

イ

電
源
立
地
勘
定
に
周
辺
地
域
整
備
資
金
を
置
き
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
勘
定
か
ら
の
繰
入
金
等
を
も

っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

ロ

周
辺
地
域
整
備
資
金
は
、
周
辺
地
域
整
備
交
付
金
及
び
政
令
で
定
め
る
財
政
上
の
措
置
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は

予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

電
源
立
地
勘
定
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

、

、

。

ハ

周
辺
地
域
整
備
資
金
の
受
払
は
、
電
源
立
地
勘
定
の
歳
入
歳
出
外
と
し
て
経
理
す
る
。

ニ

電
源
立
地
勘
定
に
お
い
て

毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生
じ
た
と
き
は

当
該
剰
余
金
の
う
ち

、

、

、

政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
周
辺
地
域
整
備
資
金
に
組
み
入
れ
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
勘
定
の
翌
年
度
の
歳
入

に
繰
り
入
れ
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


